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56ァァァァァァァァ¥璈璈 ァァ襯ァァァァァァ巸 56ァァァァァァァァ¥璈璈 ァァァ襯ァァァァァァ巸

コシキゴザズ ザ

Q 襯 ケ 邊 〛 娣 襯 ケ

娣 痏 襯 コシキゴザズ 暼 鑢 娣 襯 ザ

コゴズキジケケ ゲキスゲシキジケシ

ズザザ 難 評 襯 ゲキスゲシキジケシ

ズシシキスココ サズキココザ

嚔 曝 ジゴキザゴシ 鑷 腴 堙 朝 94 っ ゲコ

饅 瑟 スサスキコジサ 鑷 腴 ホ ぁ ゲキゲサザ

㾮 癮 直 癮 そ 峰 サザキケゲケ 縫 溜 率 D ス

サザサキスケゲ 鑷 腴 ㊄ 沈 襯 サコキスコケ

膅 ヅ 曝 癮 使 䐢

Q 襯 娣 痏 襯 娣 襯

禴 籞 䈎 箼 籞 篖

鐚 燈 そ 峰

プ 評 襯 謙 曝 ⑯

難 ぁ 襯

㾮 癮 直 ヅ 曝

ヘ 箆 襯

0ァ臤臿ァ鑢璈ゃ璈二璈苗璈櫓

ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸴᭶㸱㸮᪥

膅 ユ ペ 癮 使 䐢

サザサキスケゲ 鑷 腴 ㊄ 沈 襯 サコキスコケ

某 瑰 腆 痂 ゲケサ 箛 籞 䅈 曝 妙 シゲ

腆 痂 ヘ 沈 コシキザサケ ユ ペ 瞩 履 曝 妙 ゴゲゴ

そ 鎬 ヘ 沈 サコサキケジズ 㾮 癮 直 癮 ヅ 曝 サキスシゴ

疆 燼 ヘ ǎ サキケジシ ゲキコジズ

ザケザキジケズ ゲサコ

縫 腴 ホ ぁ ザゲ ゴシ

鑷 率 率 D ゲキケゴジ ゲゴキゲコゲ

鑷 率 妹 耨 襯 サズサキスコジ ゲキススケキザゲス

㾮 癮 直 癮 ユ ペ ズキジズサ

ゴゴス コゲコキケケケ

獵 P コササ 杝ァゴサキズコザ

箛 籞 䅈 ユ ペ ザコ 㾮癮直母D暴纏襯 杝ァゴサキズコザ

㾮癮直癮鐚痂嚠暼ユペ サゲ セǎ母D暴纏襯 杝ァゴサキズコザ

ゴコ ゲジジキケジサ

稊 竴 穪 磾 𥖧 磕 ゴコ 杝ァザコキジズズ

ゲゴキゲコゲ 杝ァザコキジズズ

杝ァコケゴキケサス ゲコサキコジザ

コキケケサキジズサ コキケケサキジズサ

母 D 暴 纏 襯

ヘ 薙 瑰 疆 襯 ㊐ ユ ペ 癮 使 淋 ヴ

ユ ペ 癮 使 淋 ヴ ヅ曝里皨㊐ユペ癮使淋ヴ

饅 端 ユ 鑚 淋 ヴ

㾮癮直鐚燈そ峰は燈滔巸襯

謚 腴 臙 ン コ 3 は燈籗蜃二滔巸っ淋ヴ

ヘ 箆 襯

痺佻-へ緝枕瑰疆襯

セ 獪 94 襯 ヅ 曝

㾮 癮 直 ユ ペ

- へ 29 沈 瑰 疆 襯

鐚 痂 嚠 暼 ユ ペ

㸫1㸫

謚 腴 臙 ン

緖 痂 嚠 暼 ユ ペ

ヅ 曝 癮 使 淋 ヴ

ユ 鑚 襯

膅璈㊐ァユァペァ癮ァ使璈䐢
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ァァ56ァァァァァァァァァァァ¥ 襯 巸

ゲケシキコサゲ
コジキザズゴ
ゲケキシゴケ
ゲシキサズジ
ササズ
ゲゴ
コ
サゴ
サスコ
ケ

サスコ
ズゴ
ズゴ

ジスキケコス
ゴザケ

ジジキシジス
ジシキジズゲ

ゲゲキケコケ
ケ

ゲゲキケゲス
ゲ㾮 癮 直 癮 謚 腴 母 穢

10 濟 ホ ぁ
ユ 襯 ツ 署 ホ ぁ
娣 襯 母 穢
難 ぁ 襯 母 穢

㾮 癮 直 癮 黻 妙 率 D
㾮 癮 直 10 濟 率 D
饅 瑟 っ 廝 様 D
㾮 癮 直 癮 10 濟 率 D

徳 う 寤 圍
痺 妙 流 瑰 っ 率 D
溜 評 琦 鏥 腆 豬 賽
㾮 癮 直 癮 痺 妙 率 D

㾮 癮 直 黻 妙 率 D

娣 痏 襯 母 穢
㾮 癮 直 癮 溜 評 母 穢

10 濟 率 D
ユ 襯 殺 ぁ 率 D
ヘ 箆 襯 母 穢
鐚燈そ峰母穢盆疆襯
禴 籞 䈎 箼 籞 篖 母 穢

ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸲᭶ 㸯᪥ࡽ

ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥࡛ࡲ

ゲ
ゲキジジゴ
ゲゴ

ゲキジザズ
ズキザケサ
ザサキサズゴ
スキズゴス
ゲキジザゴ
コ

サゴキジズス
コズキサザケ
ゴゴゴ

ゴゴゴ
ケ

サゴジ
コゴズ

ゲズス
コズキゴサザ

ズ
ゴシ

サシ
コズキコズス

94 瑰 縫 疆 鑢 ㊐ 母 D
鎮 ぁ 癉 締 畽 痣 壚 巸

堙 朝 94 っ ツ 豺 巸

㸫2㸫

碑 様 曝 ⑯ 流 コ D

Y 慕 蝓 徙

堙 朝 94 っ 淋 ヴ

堙朝94𤩍撤褊94里皨宙黻94

疆 鑢 ㊐ 母 D

嚠 暼 ユ ペ 幣 便 蝓
ユペ瞩履曝妙抵ヴ嫻╪癮

ヘ 薙 瑰 疆 襯 セ 評 巸
ヘ 箆 襯 碑 様
饅 瑟 っ 碑 様
㾮 癮 直 癮 10 濟 ホ ぁ

10 濟 母 D
Y 慕 母 D

刮 黻 10 ホ
㾮 癮 直 10 濟 ホ ぁ

㾮 癮 直 癮 謚 腴 母 穢
痺 妙 流 瑰 っ ホ ぁ
謚 腴 琦 鏥 腆 豬 賽
㾮 癮 直 癮 痺 妙 ホ ぁ
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Ϩ㸬グ㍕㔠㢠ࡣⓒᮍ‶ࢆษࡾᤞ࡚࡚⾲♧ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ 

 

ϩ㸬㔜せ࡞ィ᪉㔪 

㸯. ᭷౯ドๆࡢホ౯ᇶ‽ཬࡧホ౯᪉ἲ 

᭷౯ドๆࡢホ౯ࠊࡣᏊ♫࣭Ꮚἲே➼ᰴᘧཬࡧ㛵㐃ἲே➼ᰴᘧࡣ࡚࠸ࡘ⛣ືᖹᆒἲ

ᇶ࡙➼ᕷሙ౯᱁ࡢỴ⟬᪥ࡣ࡚࠸ࡘࡢࡶࡿ࠶ࡢ౯ࡕ࠺ࡢ᭷౯ドๆࡢࡑࠊཎ౯ἲࡿࡼ

ᅔ࡚ࡵᴟࡀࡇࡿࡍᢕᥱࢆ౯ࠊᐃ㸧⟭ࡾࡼᖹᆒἲື⛣࡚ࡋࡣ౯ἲ㸦༷ཎ౯ࡃ

㞴ㄆࡣ࡚࠸ࡘࡢࡶࡿࢀࡽࡵ⛣ືᖹᆒἲࡿࡼཎ౯ἲࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ⾜ࡾࡼ 

ࡲࡾ࠾࡚ࡋ⌮ฎࡾࡼ㒊⣧㈨⏘┤ධἲࠊࡣ࡚࠸ࡘホ౯ᕪ㢠ࡢ᭷౯ドๆࡢࡑࠊ࠾࡞

 ࠋࡍ

㸰. ㈍⏝ື⏘ື⏘ࡢホ౯᪉ἲ 

㈍⏝ື⏘ື⏘ࡢホ౯ࠊࡣಶูἲࡿࡼཎ౯ἲ㸦㈚ᑐ↷⾲౯㢠ࡣ┈ᛶࡢపୗᇶ

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ⏝᥇ࢆᐃ㸧⟭ࡾࡼ᪉ἲࡢࡆ⡙౯ษୗࡃ࡙

㸱. ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ 

。㸯) ᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘㸦࣮ࣜࢫ㈨⏘ࢆ㝖ࡃ㸧 

᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘ࠊࡣᐃ⋡ἲ㸦ࠊࡋࡔࡓᖹᡂ 10ᖺ㸲᭶㸯᪥௨ᚋྲྀᚓࡓࡋᘓ≀㸦ᘓ≀㝃

ᒓタഛࢆ㝖ࠋࡃ㸧ࡣ࡚࠸ࡘᐃ㢠ἲ㸧ࢆ᥇⏝ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ 

 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡾ࠾ࡢḟࡣᖺᩘ⏝⪏࡞ࠊࡓࡲ

       ᘓ ≀   㸱ᖺ㹼4貸 ᖺ 

    㸰ᖺ㹼18ᖺࡢࡑ       

。㸰) ↓ᙧᅛᐃ㈨⏘㸦࣮ࣜࢫ㈨⏘ࢆ㝖ࡃ㸧 

↓ᙧᅛᐃ㈨⏘ࠊࡣᐃ㢠ἲࡾࡼൾ༷ࠊ࠾࡞ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ⮬♫⏝࢙࢘ࢺࣇࢯࡢ

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋൾ༷࡚࠸ᇶ࡙⏝ྍ⬟ᮇ㛫㸦㸳ᖺ㸧ࡿࡅ࠾ෆ♫ࠊࡣ࡚࠸ࡘ

。㸱) ࣮ࣜࢫ㈨⏘ 

ᡤ᭷ᶒ⛣㌿እྲྀࢫ࣮࣭ࣜࢫࣥࢼࣇᘬಀࠕࡿ᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘ ୰ࠖࢫ࣮ࣜࡢ㈨⏘ࠊࡣ

ࠊࡣ࡚࠸ࡘṧᏑ౯㢠ࠊ࠾࡞ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࡼᐃ㢠ἲࡓࡋᖺᩘ⏝⪏ࢆᮇ㛫ࢫ࣮ࣜ

ࡢࡶࡢ௨እࢀࡑࠊࡋᙜヱṧ౯ಖド㢠ࡣࡢࡶࡿ࠶ࡀࡵỴྲྀࡢṧ౯ಖドዎ⣙ୖࢫ࣮ࣜ

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ㞽ࡣ

㸲. ᘬᙜ㔠ࡢィୖᇶ‽               

。㸯) ㈚ಽᘬᙜ㔠 

㈚ಽᘬᙜ㔠ࠊࡣணࡵᐃࡿ࠸࡚ࡵൾ༷࣭ᘬᙜᇶ‽ࠊࡾ๎ḟࡾ࠾ࡢィୖࡲࡾ࠾࡚ࡋ

 ࠋࡍ

㈚ฟ㔠➼࡚࠸ࡘᙜ♫ࠕࡀ≉ᐃఫᑓമᶒᅇᴗົࠖཬᩚࠕࡧ⌮ᅇᴗົࠖࢆ┠ⓗ

ࡼಖドࡧฎศྍ⬟ぢ㎸㢠ཬࡢᢸಖࡽമᶒ㢠ࠊ࡚ࡋ៖⪄ࢆ➼ࡇࡿ࠶࡛♫ࡿࡍ

ࡓࡋุ᩿ⓗྜ⥲ࢆᨭᡶ⬟ຊࡢ⪅മົ࡚ࡋᑐṧ㢠ࡢࡑࠊࡋ᥍㝖ࢆᅇྍ⬟ぢ㎸㢠ࡿ

ࡿࡅ࠾ᐃᮇ㛫୍ࡢ㐣ཤࠊࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋィୖࢆ㢠ࡿࢀࡽࡵㄆ⬟ᅇࠊ࡛࠼࠺

㈚ಽᐇ⦼ࡽ⟬ฟࡓࡋ㈚ಽᐇ⦼⋡➼ᇶ࡙ࡁᘬࡁᙜ࡚࡚ࠋࡍࡲࡾ࠾ 

 



㸫4㸫 

 

。㸰) ㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠 

㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠ࠊࡣᚑᴗဨࡢ㏥⫋⤥ഛࠊࡵࡓࡿ࠼ᙜᴗᖺᗘᮎࡿࡅ࠾㏥⫋⤥

മົࡢぢ㎸㢠ᇶ࡙ࠊࡁᙜᴗᖺᗘᮎ࡚࠸࠾Ⓨ⏕ࡿ࠸࡚ࡋㄆࡿࢀࡽࡵ㢠ࢆィୖ

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ

。㸱) ᙺဨ㏥⫋៘ປᘬᙜ㔠 

ᙺဨ㏥⫋៘ປᘬᙜ㔠ࠊࡣᙺဨࡢ㏥⫋៘ປ㔠ࡢᨭᡶഛࠊࡵࡓࡿ࠼ᙺဨᑐࡿࡍ㏥

⫋៘ປ㔠ࡢᨭ⤥ぢ✚㢠ࠊࡕ࠺ࡢᙜᴗᖺᗘᮎ࡛ࡲⓎ⏕ࡿ࠸࡚ࡋㄆࡿࢀࡽࡵ㢠ࢆィ

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋୖ

㸳. ᾘ㈝⛯➼ࡢィฎ⌮ 

ᾘ㈝⛯ཬࡧᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡢィฎ⌮ࠊࡣ⛯ᢤ᪉ᘧࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࡼ 

 

Ϫ㸬㔜せ࡞ィ᪉㔪ࡢኚ᭦ 

 㸦㈨⏘㝖ཤമົ㛵ࡿࡍィᇶ‽㸧 

ᙜᴗᖺᗘࠕࡽ㈨⏘㝖ཤമົ㛵ࡿࡍィᇶ‽ࠖ㸦ᴗィᇶ‽➨ 18 ྕᖹᡂ 「0 ᖺ㸱᭶

」1᪥㸧ཬࠕࡧ㈨⏘㝖ཤമົ㛵ࡿࡍィᇶ‽ࡢ㐺⏝ᣦ㔪ࠖ㸦ᴗィᇶ‽㐺⏝ᣦ㔪➨ 「1ྕᖹ

ᡂ 「0ᖺ㸱᭶ 」1᪥㸧ࢆ㐺⏝ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ 

ࡣ┈ᖖ⤒ࠊࡾࡼࢀࡇ 「4ⓒࠊ⛯ᘬ๓ᙜᮇ⣧┈ࡣ 「「「 ⓒῶᑡࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ 

ࡣኚື㢠ࡢ㈨⏘㝖ཤമົࡿࡼ㐺⏝㛤ጞࡢ➼‽ᙜィᇶࠊࡓࡲ 」0貸 ⓒ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ 

 

ϫ㸬ὀグ㡯 

 㸦㈚ᑐ↷⾲㛵ಀ㸧 

㸯. 㛵ಀ♫ࡢᰴᘧ⥲㢠  9 ⓒ 

㸰. ㈚ฟ㔠ࠊࡕ࠺ࡢ◚⥢ඛമᶒ㢠ࡣ 」貸,9貸「 ⓒࠊᘏമᶒ㢠ࡣ 155,」55 ⓒ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ 

ࡢࡑࡇࡿ࠸࡚ࡋ⥆⥅ᙜᮇ㛫┦ࡀ㐜ᘏࡢᨭᡶࡢᜥࡣඖᮏཪࠊࡣඛമᶒ⥢◚ࠊ࠾࡞

ࡋィୖࢆᮍᜥ࡚ࡋࡢࡶ࠸࡞ࡀࡳぢ㎸ࡢ῭ᘚࡣཪ࡚❧ྲྀࡢᜥࡣඖᮏཪࡾࡼ⏤ࡢ

㸧ࠋ࠺࠸ᮍᜥィୖ㈚ฟ㔠ࠖࠕ௨ୗࠋࡃ㝖ࢆ㒊ศࡓࡗ⾜ࢆ㈚ฟ㔠㸦㈚ಽൾ༷ࡓࡗ࡞

ἲே⛯ἲ⾜௧㸦ࠊࡕ࠺ࡢ 40ᖺᨻ௧➨ 9貸ྕ㸧➨ 9買᮲➨㸯㡯➨㸱ྕ࡛ࡲ࣍ࡽࡢ

ᥖࡿࡆ⏤ཪྠࡣ㡯➨㸲ྕつᐃࡿࡍ⏤ࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ㈚ฟ㔠࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ 

Ⴀ⤒ࡢ⪅മົࡧඛമᶒཬ⥢◚ࠊ࡚ࡗ࠶ᮍᜥィୖ㈚ฟ㔠࡛ࠊࡣᘏമᶒࠊࡓࡲ

ᘓཪࡣᨭࢆᅗࢆࡇࡿ┠ⓗ࡚ࡋᜥࡢᨭᡶࢆ⊰ணࡓࡋ㈚ฟ㔠௨እࡢ㈚ฟ㔠࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ 

㸱. ㈚ฟ㔠ࠊࡕ࠺ࡢ㸱ࣧ᭶௨ୖᘏമᶒ㢠ࡣ 5,4」買 ⓒ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ 

㸱ࣧ᭶௨ࡽ᪥⩣ࡢ⣙ᐃᨭᡶ᪥ࡀᨭᡶࡢᜥࡣඖᮏཪࠊࡣ㸱ࣧ᭶௨ୖᘏമᶒࠊ࠾࡞

ୖ㐜ᘏࡿ࠸࡚ࡋ㈚ฟ㔠࡛◚⥢ඛമᶒཬࡧᘏമᶒヱᙜࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡋ 

㸲. ㈚ฟ㔠ࠊࡕ࠺ࡢ㈚ฟ᮲௳⦆മᶒ㢠ࡣ 1,」15 ⓒ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ 

㔠ࠊ࡚ࡋⓗ┠ࢆࡇࡿᅗࢆᨭࡣႠᘓཪ⤒ࡢ⪅മົࠊࡣ㈚ฟ᮲௳⦆മᶒࠊ࠾࡞

ࡢῶචࠊᜥࡢᨭᡶ⊰ணࠊඖᮏࡢ㏉῭⊰ணࠊമᶒᨺᲠࡢࡑࡢമົ⪅᭷ྲྀࡿ࡞Ỵ

࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡋヱᙜ㸱ࣧ᭶௨ୖᘏമᶒࡧᘏമᶒཬࠊ㈚ฟ㔠࡛◚⥢ඛമᶒࡓࡗ⾜ࢆࡵ

 ࠋࡍࡲࡾ



㸫5㸫 

 

㸳. ◚⥢ඛമᶒ㢠ࠊᘏമᶒ㢠ࠊ㸱ࣧ᭶௨ୖᘏമᶒ㢠ཬࡧ㈚ฟ᮲௳⦆മᶒ㢠ྜࡢィ㢠

ࡣ 「00,080 ⓒ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ 

 ࠋࡍࡲࡾ࠶㔠㢠࡛ࡢ㈚ಽᘬᙜ㔠᥍㝖๓ࠊࡣമᶒ㢠ࡓࡆᥖ㸳ࡽグ㸰ୖࠊ࠾࡞

㸴. ᢸಖ౪ࡿ࠸࡚ࡋ㈨⏘ࡣḟࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ 

Ⅽ᭰Ỵ῭ࠊᙜᗙ㉺➼ྲྀࡢᘬࡢᢸಖࠊ࡚ࡋ㡸ࡅ㔠 「00 ⓒཬࡧ᭷౯ドๆ 買貸,808 ⓒ

ࢆᕪࡋධࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀ 

ࡣಖド㔠ࡕ࠺ࡢ⏘㈨ࡢࡢࡑࠊࡓࡲ 「「8 ⓒ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ 

㸵. ᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠            買「貸 ⓒ 

㸶. 㸯ᰴᙜࡢࡾࡓ⣧㈨⏘㢠                「8,0買8  8貸 㖹 

㸷. 㛵ಀ♫ᑐࡿࡍ㔠㖹മᶒ⥲㢠       494,8貸8 ⓒ 

10. 㛵ಀ♫ᑐࡿࡍ㔠㖹മົ⥲㢠     1,091,」80 ⓒ 

11. ᙜ♫ࡢ༢య⮬ᕫ㈨ᮏẚ⋡㸦14.1買%㸧ࠊࡣ࡚࠸ࡘ㠀ᑐ㇟༊ศ࡚ࡋ㖟⾜ἲୖࡢつไࡢᑐ㇟እ 

㸦㡸㔠ಖ㝤ἲ㝃๎➨ 11᮲➨ 9㡯㸧࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ 

 ᥐ⨨ἲู≉ࡿࡍ㛵➼㐍ಁࡢ⌮ฎࡢമᶒമົࡢ♫ᐃఫᏯ㔠⼥ᑓ㛛≉ࠊࡣᮍຓᡂ㔠ࠖࠕ .」1

➨ 10 ᮲ᇶ࡙ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡶࡃ 

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡛ࢇྵࢆࡢࡶࡢḟࠊࡣᮍᡶ⣡㔠ࠖࠕ .「1

࣭ 㡸㔠ಖ㝤ἲ㝃๎➨㸵᮲➨㸯㡯➨㸰ྕࡢ㸰ᇶ࡙ࠊࡁ㡸㔠ಖ㝤ᶵᵓ⣡ࡿࡍ㢠 「買,8「買

ⓒ 

࣭ 㔠⼥ᶵ⬟ࡢ⏕ࡢࡵࡓࡢ⥭ᛴᥐ⨨㛵ࡿࡍἲᚊ➨ 5」᮲➨ 」㡯ᇶ࡙ࠊࡁ㡸㔠ಖ㝤ᶵᵓ

⣡ࡿࡍ㢠   5,99」 ⓒ 

࣭ 㔠⼥ᶵ⬟ࡢ᪩ᮇࡢࡵࡓࡢ⥭ᛴᥐ⨨㛵ࡿࡍἲᚊ➨ 1」᮲ᇶ࡙ࠊࡁ㡸㔠ಖ㝤ᶵᵓ

⣡ࡿࡍ㢠  買,0」1 ⓒ 

࣭ 㔠⼥ᶵ⬟ࡢᙉࡢࡵࡓࡢ≉ูᥐ⨨㛵ࡿࡍἲᚊ➨ 41᮲ᇶ࡙ࠊࡁ㡸㔠ಖ㝤ᶵᵓ⣡ࡍ

㢠ࡿ 」,9買8 ⓒ 

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡛ࢇྵࢆࡢࡶࡢḟࠊࡣࠖ⏘㈨ࡢࡢࡑࠕ .14

࣭ ㈍⏝ື⏘ື⏘        9 ⓒ 

࣭ ᮍ㑏㓄ᙜᏊᡤᚓ⛯  「,4買4 ⓒ 

㸦ᦆ┈ィ⟬᭩㛵ಀ㸧 

㸯. 㛵ಀ♫ྲྀࡢᘬࡿࡼ┈ 

」┈⥲㢠  」8,」貸ࡿಀ⤒ᖖྲྀᘬࡢࡑᴗົ࣭ࡢࡑ     ⓒ 

   㛵ಀ♫ྲྀࡢᘬࡿࡼ㈝⏝ 

    ㈨㔠ㄪ㐩ྲྀᘬಀࡿ㈝⏝⥲㢠          買,950 ⓒ 

    ᙺົྲྀᘬ➼ಀࡿ㈝⏝⥲㢠             「 ⓒ 

㢠   4」,11買⥲⏝㈝ࡿಀ⤒ᖖྲྀᘬࡢࡑᴗົ࣭ࡢࡑ     ⓒ 

㸰. 㸯ᰴᙜࡾࡓᙜᮇ⣧┈㔠㢠           貸,」「4  買9 㖹 

㸱. ࡢࡑࠕࡢ⤒ᖖ┈ࠖࠊࡣḟࠋࡍࡲࡾ࠾࡛ࢇྵࢆࡢࡶࡢ 

࣭ മᶒྲྀ❧➼┈ 」貸,5「5 ⓒ 

࣭ ≉ᐃఫᏯ㔠⼥ᑓ㛛♫ࡢമᶒമົࡢฎ⌮ಁࡢ㐍➼㛵ࡿࡍ≉ูᥐ⨨ἲ➨ 10 ᮲ᇶ࡙ࡁ



㸫買㸫 

 

㡸㔠ಖ㝤ᶵᵓࡾࡼຓᡂ㔠ࡢࡁࡿࡅཷࢆ┈  」8,「55 ⓒ 

㸲. ࡢࡑࠕࡢ⤒ᖖ㈝⏝ࠖࠊࡣḟࠋࡍࡲࡾ࠾࡛ࢇྵࢆࡢࡶࡢ 

࣭ മᶒ༷ᦆ          」0 ⓒ 

࣭ ㈍⏝ື⏘ື⏘㛵ಀ㈝⏝   11 ⓒ 

࣭ 㡸㔠ಖ㝤ἲ㝃๎➨㸵᮲➨㸯㡯➨㸰ྕࡢ㸰ᇶ࡙ࡃ㡸㔠ಖ㝤ᶵᵓࡢ⣡㔠 「買,8「買 ⓒ 

࣭ 㔠⼥ᶵ⬟ࡢ⏕ࡢࡵࡓࡢ⥭ᛴᥐ⨨㛵ࡿࡍἲᚊ➨ 5」 ᮲➨㸱㡯ᇶ࡙ࡃ㡸㔠ಖ㝤ᶵᵓ

「⣡㔠  5,99ࡢ ⓒ   

࣭ 㔠⼥ᶵ⬟ࡢ᪩ᮇࡢࡵࡓࡢ⥭ᛴᥐ⨨㛵ࡿࡍἲᚊ➨1」᮲ᇶ࡙ࡃ㡸㔠ಖ㝤ᶵᵓࡢ

⣡㔠  買,0」1 ⓒ 

࣭ 㔠⼥ᶵ⬟ࡢᙉࡢࡵࡓࡢ≉ูᥐ⨨㛵ࡿࡍἲᚊ➨ 41 ᮲ᇶ࡙ࡃ㡸㔠ಖ㝤ᶵᵓࡢ⣡

㔠 」,9買8 ⓒ 

㸦᭷౯ドๆ㛵ಀ㸧 

㸯. Ꮚ♫࣭Ꮚἲே➼ᰴᘧཬࡧ㛵㐃ἲே➼ᰴᘧ㸦ᖹᡂ 「」ᖺ㸱᭶ 」1᪥⌧ᅾ㸧 

౯ࡿ࠶ࡢᏊ♫࣭Ꮚἲே➼ᰴᘧཬࡧ㛵㐃ἲே➼ᰴᘧࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ 

㸦ὀ㸧౯ࢆᢕᥱࡀࡇࡿࡍᴟ࡚ࡵᅔ㞴ㄆࡿࢀࡽࡵᏊ♫࣭Ꮚἲே➼ᰴᘧཬࡧ㛵㐃 

ἲே➼ᰴᘧ 

㸦༢㸸ⓒ㸧 

 ㈚ᑐ↷⾲ィୖ㢠 

Ꮚ♫࣭Ꮚἲே➼ᰴᘧ 9 

ྜィ 9 

 

㸰. ࡢࡑ᭷౯ドๆ㸦ᖹᡂ「」ᖺ㸱᭶」1᪥⌧ᅾ㸧 

    㸦༢㸸ⓒ㸧 

  ✀㢮 
㈚ᑐ↷⾲ 

ィୖ㢠 
ྲྀᚓཎ౯ ᕪ㢠 

㈚ᑐ↷⾲ィୖ㢠ࡀ ᰴᘧ  - - - 

ྲྀᚓཎ౯ࢆ㉸ࡢࡶࡿ࠼ മๆ 「4 「4 0 

 
ᅜമ 「4 「4 0 

  ᑠィ 「4 「4 0 

㈚ᑐ↷⾲ィୖ㢠ࡀ ᰴᘧ 1買貸,405 「「0,「01 5 ڹ「,貸95 

ྲྀᚓཎ౯ࢆ㉸ࡢࡶ࠸࡞࠼ മๆ  貸」,51「 貸」,515 ڹ」 

 
ᅜമ  貸」,51「 貸」,515 ڹ」 

  ᑠィ 「40,918 「9」,貸1貸 5 ڹ「,貸99 

ྜィ   「40,94「 「9」,貸41 5 ڹ「,貸99 

 

 

 

 



㸫貸㸫 

 

㸦ὀ㸧౯ࢆᢕᥱࡀࡇࡿࡍᴟ࡚ࡵᅔ㞴ㄆࡢࡑࡿࢀࡽࡵ᭷౯ドๆ 

㸦༢㸸ⓒ㸧 

 ㈚ᑐ↷⾲ィୖ㢠 

㠀ୖሙᰴᘧ 買80,859 

㠀ୖሙእᅜドๆ 0 

 ドๆ 45,010ࡢࡢࡑ

ྜィ 貸「5,8貸0 

ࡇࡿࢀࡽࡵㄆᅔ㞴࡚ࡵᴟࡀࡇࡿࡍᢕᥱࢆ౯ࠊࡃ࡞ࡀᕷሙ౯᱁ࠊࡣ࡚࠸ࡘࡽࢀࡇ

 ࠋࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡵྵࡣ᭷౯ドๆࠖࡢࡑࠕࡢ⾲ୖࠊࡽ

㸱. ᙜᴗᖺᗘ୰༷ࡢࡑࡓࡋ᭷౯ドๆ㸦⮬ᖹᡂ 「「ᖺ㸲᭶ 1᪥⮳ᖹᡂ 「」ᖺ㸱᭶ 」1 ᪥㸧 

㸦༢㸸ⓒ㸧 

 ༷㢠 ༷┈ྜࡢィ㢠 ༷ᦆྜࡢィ㢠 

ᰴᘧ 貸」,」5」 」50 - 

ྜィ 貸」,」5」 」50 - 

 

㸲. ῶᦆฎ⌮ࡓࡗ⾜ࢆ᭷౯ドๆ 

ࡋⴭ࡚ẚᚓཎ౯ྲྀࡀ౯ࡢᙜヱ᭷౯ドๆࠊࡕ࠺ࡢࡢࡶࡿ࠶ࡢ᭷౯ドๆ࡛౯ࡢࡑ

࡚࠸ࡘࡢࡶ࠸࡞ࢀࡽࡵㄆࡿ࠶ࡀࡳぢ㎸ࡿࡍᅇ࡛ࡲᚓཎ౯ྲྀࡀ౯ࠊࡾ࠾࡚ࡋୗⴠࡃ

ࡋᦆኻࡢᙜᴗᖺᗘࢆホ౯ᕪ㢠ࠊࡶࡿࡍ㈚ᑐ↷⾲౯㢠࡚ࡗࡶࢆᙜヱ౯ࠊࡣ

࡚ฎ⌮㸦௨ୗࠕࠊῶᦆฎ⌮ࠖࠋ࠺࠸㸧ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ 

ᙜᴗᖺᗘࡿࡅ࠾ῶᦆฎ⌮㢠ࡣ 「ⓒ㸦ࡕ࠺ᰴᘧ 0ⓒ㸧࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ 

ࡓࡋୗⴠࡃࡋⴭࠕࡀ౯ࠊࡓࡲ ࡚ẚᚓཎ౯ྲྀࡀ౯ࠊࡣ‽ᇶࡢࡵࡓࡿࡍุ᩿ࠖ 」0㸣

௨ୖୗⴠࡓࡋሙྜࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ౯ྲྀࡀᚓཎ౯ẚ 50㸣௨ୖୗⴠࡓࡋሙྜࠊࡣ౯

ᚓྲྀࡀ౯ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ⾜ࢆ⌮ῶᦆฎ࡚ࡋࡢࡶ࠸࡞ࡀࡳぢ㎸ࡿࡍᅇ࡛ࡲᚓཎ౯ྲྀࡀ

ཎ౯ẚ࡚ 」0㸣௨ୖ 50㸣ᮍ‶ୗⴠࡓࡋሙྜࠊࡣ౯ࡢᅇྍ⬟ᛶุࡢᐃ࡛࠼࠺ࡓࡗ⾜ࢆ

ῶᦆฎ⌮ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ⾜ࢆ 

㸦⛯ຠᯝィ㛵ಀ㸧 

⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ཬࡧ⧞ᘏ⛯㔠㈇മࡢⓎ⏕ࡢ࡞ཎᅉูࡢෆヂࢀࡒࢀࡑࠊࡣ௨ୗ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ

 ࠋࡍࡲࡾ

⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ 

  ㈚ಽᘬᙜ㔠                58,買「貸 ⓒ 

  ⧞㉺Ḟᦆ㔠               」51,」10 

                  「「,貸40ࡢࡑ  

⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ᑠィ            4」「,買貸8 

ホ౯ᛶᘬᙜ㢠              4ڹ」「,買貸8 

⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ྜィ                 ̿ 

⧞ᘏ⛯㔠㈇മ 



㸫8㸫 

 

  ᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘㸦㈨⏘㝖ཤമົ㸧       ڹ」買 

⧞ᘏ⛯㔠㈇മྜィ                           ڹ」買 

⧞ᘏ⛯㔠㈇മࡢ⣧㢠                         ڹ」買  ⓒ  

㸦㛵㐃ᙜ⪅ྲྀࡢᘬ㸧 

㸯.ぶ♫➼ 

㸦༢㸸ⓒ㸧 

ᒓ 

ᛶ 

♫➼ 

 ⛠ྡࡢ

㆟Ỵᶒ➼ࡢ

ᡤ᭷ྜ 

㛵㐃ᙜ⪅ 

 㛵ಀࡢ

ྲྀᘬࡢෆᐜ 

㸦ͤ㸯㸧 

ྲྀᘬ㔠㢠 
 

⛉┠ ᮇᮎṧ㧗 

 

ぶ

 

♫ 

➼ 

㡸㔠ಖ 

㝤ᶵᵓ 

 

⿕ᡤ᭷ 

┤᥋ 100% 

◚⥢㔠⼥ 

ᶵ㛵➼ࡢ 

മᶒ㈙ྲྀ 

㸦ᅇ➼ 

 㸧ࡴྵࢆ

ᴗົཷࡢ 

ク➼ 

 

ຓᡂ㔠 」8,「55 ᮍຓᡂ㔠 494,8「貸 

≉ᴗົ㈇ᢸ

㔠 

 ㈨⏘ 51ࡢࡑ 95」

ᴗົཷク㈝➼ 11買 㸫 㸫 

㈨㔠ࡢධ 8買「,111 ⏝㔠 1,04買,貸0買 

⣡㔠 4「,8「0 ᮍᡶ⣡㔠 4「,8「0 

⏝㔠ᜥ 買,950 ࡢࡑ㈇മ 「84 

ᅇ㔠➼     㸫 ࡢࡑ㈇മ 1,5買8 

   ྲྀᘬ᮲௳ཬྲྀࡧᘬ᮲௳ࡢỴᐃ᪉㔪➼ 

   㸦ͤ㸯㸧ᡤᐃࡢἲᚊᇶ࡙ࠊࡁබṇ࡞౯㢠ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࡼ 

㸰.Ꮚ♫ཬࡧ㛵㐃♫➼ 

   グ㍕ࡁࡍ㔜せࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣࡢࡶ࡞ 

㸱.ᘵ♫➼ 

グ㍕ࡁࡍ㔜せࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣࡢࡶ࡞  

㸲.ᙺဨཬࡢࡑࡧ㏆ぶ⪅➼ 

   ヱᙜࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ 

㸳.ぶ♫ࡢᙺဨཬࡢࡑࡧ㏆ぶ⪅➼ 

   ヱᙜࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ 

㸦㔜せ࡞ᚋⓎ㇟㸧 

  ᙜ♫ࠊࡣᖹᡂ 「」ᖺ㸲᭶ 「5᪥࡛᪥ᮏ⯆㖟⾜ᰴᘧ♫ࡽ㡸㔠ಖ㝤ἲ➨ 59᮲ᇶ࡙ࡃ㈨

ࡣ㈚ฟ㔠➼࡛౯᱁ࡣ⏘㈙ྲྀ㈨ࠊ࠾࡞ࠋࡓࡋࡲࡋ⮴ᐇࢆࡾ㈙ྲྀࡢ⏘ 5「,9「9 ⓒ࡛ࠋࡍ 



ォ邑哲舢ə拓付オ

㔠ࠉࠉ㢠 ㈇ࠉࠉࠉമ 㔠ࠉࠉ㢠

554 㔠㖹ಙク௨እࡢ㔠㖹ࡢಙク 35

ࡑ ࡢ  ࡢ 㔠 㖹 മ ᶒ 554 ໟ ᣓ ಙ ク 534

15

㡸 ࡅ 㔠 15

570 ィࠉࠉࠉࠉྜ 570

ὀ㸯㸬グ㍕㔠㢠ࠊࡣⓒᮍ‶ࢆษࡾᤞ࡚࡚⾲♧ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ

ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣṧ㧗ᢅྲྀࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏘㸰㸬ඹྠಙク♫⟶⌮㈈ࠉ

ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣṧ㧗ᢅྲྀࠊࡣ࡚࠸ࡘಙクࡿ࠶ࡢዎ⣙ࢇ࡚⿵㸱㸬ඖᮏࠉ

㸫9㸫

ィࠉࠉࠉࠉྜ

0ǖĄ鑢鑽徳うテペ逼珽←

。ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥⌧ᅾ)

㈨ࠉࠉࠉ⏘

⌧ 㔠 㡸 ࡅ 㔠

㔠 㖹 മ ᶒ



    ᮾி㒔୰㔝༊ᮏ⏫㸰┠㸲㸴␒㸯ྕ

    ᰴᘧ♫  ᩚ ⌮ ᅇ  ᶵ ᵓ
    ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ࠉ ୖ ⏣ ᘅ ୍

             ’ァ14ァヘァ難ァ檮ァ軏ァ← 㸦ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥⌧ᅾ㸧

  㸦༢㸸ⓒ㸧

ࠉࠉ┠        ⛉   㔠      㢠 ࠉࠉ┠        ⛉    㔠      㢠

2買,393 5
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連結注記表連結注記表連結注記表連結注記表    

Ⅰ．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

Ⅱ．重要な会計方針 

１． 有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法に

よる原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握することが極めて困

難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

２． 販売用動産不動産の評価方法 

販売用動産不動産の評価は、個別法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。 

３． 固定資産の減価償却の方法 

(１) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10年４月１日以後に取得した建物（建物附

属設備を除く。）については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物   ３年～47年 

その他   ２年～18年 

(２) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

(３) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、

リース期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リ

ース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零

としております。 

４． 引当金の計上基準 

(１) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま

す。 

貸出金等について当社が「特定住専債権回収業務」及び「整理回収業務」を主目的と

する会社であること等を考慮して、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回

収可能見込額を控除し、その残額に対して債務者の支払能力を総合的に判断したうえで、

回収不能と認められる額を計上しておりますほか、過去の一定期間における貸倒実績か

ら算出した貸倒実績率等に基づき引き当てております。 

(２) 退職給付引当金 
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退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退

職給付債務の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額

を計上しております。 

(３) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退

職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を

計上しております。 

５． 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

Ⅲ．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準） 

当連結会計年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18号平成 20年

３月 31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21

号平成 20年３月 31日）を適用しております。 

これにより、経常利益は 24百万円、税金等調整前当期純利益は 222 百万円減少しておりま

す。 

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 307 百万円であります。 

 

Ⅳ．表示方法の変更 

（連結貸借対照表関係） 

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第５号平成23年３月25日）に

より改正された「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）別紙様式を適用し、前連結

会計年度における「評価・換算差額等」は当連結会計年度から「その他の包括利益累計額」

として表示しております。 

（連結損益計算書関係） 

当連結会計年度から「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第 41 号平

成 22年９月 21日)により改正された「銀行法施行規則」(昭和 57 年大蔵省令第 10号)別紙様

式を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」を表示しております。 

 

Ⅴ．注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１． 貸出金のうち、破綻先債権額は37,972百万円、延滞債権額は155,355百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他

の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上し

なかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）
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のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第 1 項第 3 号のイからホまでに

掲げる事由又は同項第 4号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再

建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

２． 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は 5,436 百万円であります。 

なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から 3ヵ月以上

遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

３． 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 1,315 百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金

利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決め

を行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び 3ヵ月以上延滞債権に該当しないものでありま

す。 

４． 破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計

額は 200,080 百万円であります。 

なお、２から５に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

５． 担保に供している資産は次のとおりであります。 

為替決済、当座借越等の取引の担保として、預け金 200 百万円及び有価証券 67,808 百万

円を差し入れております。 

また、その他の資産のうち保証金は 228 百万円であります。 

６． 有形固定資産の減価償却累計額            627 百万円 

７． １株当たりの純資産額                28,066 円 11 銭 

８． 当社の連結自己資本比率（14.16%）については、非対象区分として銀行法上の規制の対

象外（預金保険法附則第 11条第 9項）であります。 

９． 「未収助成金」は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置

法第 10条に基づくものであります。 

10． 「その他資産」には、次のものを含んでおります。 

・ 販売用動産不動産             9 百万円 

・ 未収還付配当利子所得税  2,464 百万円 

11． 「その他負債」には、次のものを含んでおります。 

・ 預金保険法附則第７条第１項第２号の２に基づき、預金保険機構に納付する額 26,826

百万円 

・ 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第 53 条第３項に基づき、預金保険機構

に納付する額   5,993 百万円 

・ 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第 13 条に基づき、預金保険機構

に納付する額  6,031 百万円 

・金融機能の強化のための特別措置に関する法律第 41条に基づき、預金保険機構に納付す

る額 3,968 百万円 
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（連結損益計算書関係） 

１． 「その他経常収益」には、次のものを含んでおります。 

・ 債権取立等益 37,525 百万円 

・ 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第 10 条に基づき

預金保険機構より助成金の交付を受けるべき収益  38,255 百万円 

２． 「その他経常費用」には、次のものを含んでおります。 

・ 債権売却損         30 百万円 

・ 販売用動産不動産関係費用    11 百万円 

・ 預金保険法附則第7条第１項第２号の２に基づく預金保険機構への納付金 26,826百万円 

・ 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第 53 条第３項に基づく預金保険機構へ

の納付金   5,993 百万円  

・ 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第 13 条に基づく預金保険機構へ

の納付金  6,031 百万円 

・ 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第 41 条に基づく預金保険機構への納付

金 3,968 百万円 

３． １株当たり当期純利益金額 7,325 円 82 銭 

（金融商品関係） 

１． 金融商品の状況に関する事項 

(１) 金融商品に対する取組方針 

当社は、住宅金融債権管理機構と整理回収銀行が合併して平成 11年に発足、旧住専

や破綻金融機関から譲り受けた不良債権等の回収を柱に、健全金融機関からの不良債

権買取や企業再生支援業務並びに金融機関の自己資本充実のため金融機関が発行する

株式等の引受・処分等を受託するなど幅広い業務を行っています。 

当社は基本的に法令に基づき株主である預金保険機構の委託で殆どの業務を行うた

め、独自に資金調達し金融商品の保有・運用を行って収益を追求することはありませ

ん。 

必要な資金はすべて法的に民間金融機関または預金保険機構により手当されており、

余剰部分は期限前返済、不足部分は預保借入が可能であるため、当社では資産及び負

債の総合管理（ALM）は行っていません。また資金運用は預金保険機構や民間金融機

関への弁済または利益金納付までの短期運用（運用先を限定し安全性に十分留意）に

限定されており、金利リスクを回避しております。 

(２) 金融商品の内容及びそのリスク 

当社が保有する金融資産は、法令に基づき或いは預金保険機構から委託されて引受

もしくは買い取ったものであり、公的な業務遂行に伴う総合収支（金融収支を含む）

差額は、預金保険機構との間で納付・助成が行われることとなっているため、当社に

は最終損益とリスクの帰属はありません。 
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① 有価証券 

１年以内の短期運用のため保有している国債以外は、殆どが金融機関の自己資本

充実のため金融機関が発行する株式等の引受等（早期健全化法、金融機能強化法）

により取得した優先株や普通株です。なお、損益はすべて預金保険機構に帰属する

ため、当該商品の実質的な価格変動リスクはありません。 

その他の株式等は旧住専・破綻金融機関から譲渡等により取得した株式等で、預

金保険機構に対する納付・助成の対象になっております。 

② 貸出金 

当社の貸出金は太宗が不良債権であり、個別に担保やキャッシュ・フローからの

回収見込を控除した後の金額につき貸倒引当金を計上しています。なお、利息収入

が見込めるものは、主として「特定住専債権回収業務」の正常ローンです。 

(３) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当社では、不良債権の性格に応じた管理・回収体制を整備のうえ回収・引当指導

とその適切性のチェックは業務企画部が行っており、引当と償却の妥当性確保に留

意しています。 

② 市場リスクの管理 

（ⅰ）金利リスクの管理 

一年以内の短期運用にあたっては、安全性に十分留意した基本方針を規程で定め、

運用対象先、対象資産及びライン等の具体的な運用事項は業務企画部担当役員の権

限で制定しています。また運用状況は四半期ごとに取締役会に報告しています。 

なお、資産と負債に関する金利リスク、期間リスクは、預金保険機構との協定に

より随時調達・随時返済が可能なため基本的にはありません。 

（ⅱ）価格変動リスクの管理 

保有有価証券の中には、公的資本増強業務に伴うもので優先株から普通株に転換

したものがあり、時価の変動が常に生じますが、減損処理を要するものについても

預金保険機構との協定に基づき補てんが行われるため当社は価格変動リスクを負い

ません。 

（ⅲ）市場リスクに係る定量情報 

  当社では、リスク管理上、市場リスクに関する定量的分析を利用しておりません。 

金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は固定金利の貸出金です。すべてのリ

スク変数が一定の場合、平成 23 年３月 31 日現在の金利が 1 ベーシス・ポイント

（0.01％）低ければ、貸出金の時価は 17百万円増加するものと考えられます。反対

に金利が 1 ベーシス・ポイント（0.01％）高ければ、17 百万円減少するものと考え

られます。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当社が円滑な業務を遂行するために必要な資金は、すべて法的に措置されており、

資金繰り及び市場流動性の面において損失を被ることはありません。 



－18－ 

(４) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価格が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等

を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま

す。 

２． 金融商品の時価等に関する事項 

平成 23 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のと

おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次

表には含めておりません（（注２）参照）。 

また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。 

（単位：百万円） 

 連結貸借対照表 

計上額 
時 価 差 額 

（1） 現金預け金 

（2） コールローン 

（3） 有価証券 

その他有価証券 

（4） 貸出金 

貸倒引当金（△）(※1) 

26,393 

239,700 

 

240,942 

454,801 

△200,512 

26,393 

239,700 

 

240,942 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 254,289 

 

257,176 2,887 

資産計 761,325 764,213 2,887 

（1） 借用金 1,816,706 1,818,086 1,380 

負債計 1,816,706 1,818,086 1,380 

(※1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（注1） 金融商品の時価の算定方法 

資産 

（1） 現金預け金 

預け金はすべて満期のないものであり、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額を時価としております。 

（2） コールローン 

約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額を時価としております。 

（3） 有価証券 

株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は金融機関から提示

された価格によっております。 

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「（有価証券関

係）」に記載しております。 
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（4）貸出金 

回収見込の困難な貸出金については、担保及び保証による回収見込額と確実な

担保外入金見込額に基づいて貸倒引当金を個別に引き当てているため、時価は決算

日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積額を控除した金額に近似しており、

当該価額を時価としております。 

上記以外の貸出金のうち、変動金利によるものは短期間で市場金利を反映する

ため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近

似していることから当該帳簿価額を時価としております。一方固定金利によるもの

は、当社は新規貸出を行っておらず、また、譲受機関により貸出条件が様々なため、

一定の前提を置いて貸倒見積額を折り込んだ将来キャッシュ・フローを見積り、そ

れを安全利子率で割り引いて時価を算定しています。 

負債 

（1） 借用金 

約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額を時価としております。 

上記以外のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、

当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似し

ていると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。 

固定金利によるものは、一定の期間毎に区分した当該借用金の元利金の合計額を同

様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。 

                                     

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時

価情報の「資産（３）有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

区分 連結貸借対照表計上額 

① 非上場株式（※１）（※２） 

② 非上場外国証券（※１） 

③ その他の証券（※１）（※３） 

680,859 

0 

45,010 

合  計   725,870 

（※１）これらは、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ

ることから時価開示の対象とはしておりません。 

（※２）当連結会計年度において、非上場株式について０百万円減損処理を行って

おります。 

（※３）当連結会計年度において、その他の証券について１百万円減損処理を行っ

ております。 
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（有価証券関係） 

１． その他有価証券（平成 23年３月 31日現在） 

（単位：百万円） 

  種類 
連結貸借対照

表計上額 
取得原価 差額 

連結貸借対照表計上額が （１）株式  - - - 

取得原価を超えるもの （２）債券 24 24 0 

 
国債 24 24 0 

  小計 24 24 0 

連結貸借対照表計上額が （１）株式 167,405 220,201 △ 52,795 

取得原価を超えないもの （２）債券  73,512 73,515 △3 

 
国債  73,512 73,515 △3 

  小計 240,918 293,717 △ 52,799 

合計   240,942 293,741 △ 52,799 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

（単位：百万円） 

 連結貸借対照表計上額 

非上場株式 680,859 

非上場外国証券 0 

その他の証券 45,010 

合計 725,870 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ

とから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

２． 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成 22 年４月１日至平成 23 年３月 31 日） 

（単位：百万円） 

 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

株式 73,353 350 - 

合計 73,353 350 - 

３． 減損処理を行った有価証券 

その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著し

く下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、

当該時価をもって連結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失と

して処理（以下、「減損処理」という。）しております。 

当連結会計年度における減損処理額は２百万円（うち株式０百万円）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に比べて 30％

以上下落した場合としております。時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合は、時価
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が取得原価まで回復する見込みがないものとして減損処理を行っております。時価が取得原

価に比べて 30％以上 50％未満下落した場合は、時価の回復可能性の判定を行ったうえで減

損処理を行っております。 

 


